
始まり 申請者 市

※管理活用状況について、補助事業完了日から１０年を経た日の属する年度までの間、管理活用報告を行う。

【無接道敷地空家等除却事業　申請から補助金支払いまでの手続き 】

事前調査申請書作成（様式第１号） 書類内容審査及び現地調査

可否決定

該当通知（事前調査結果通知書送付）（様式第2号）交付申請書・確約書作成（様式第３号・第４号）

解体工事完了実績報告書作成（様式第１１号）

額の確定通知（様式第１２号）補助金交付請求書作成（様式第１３号）

交付請求書受付、支払手続き

指定口座への入金の確認

解体工事継続

否

可

可⇒変更承認通知書（様式第８号）

否⇒変更不承認通知書（様式第９号）

非該当通知（事前調査結果通知書送付）（様式第2号）

交付決定通知（様式第５号）

不交付決定通知（様式第６号）

解体工事着手

書類内容審査及び現地調査

可否決定
否

可

可否決定
否

可

書類内容審査及び現地調査（工事完了確認）

申請内容の修正を行う

管理活用報告書作成（様式第１４号） 報告書受付・内容確認

＜工事金額変更や中止の場合

変更承認申請書又は中止届作成

（様式第７号、第１０号）

書類内容審査及び現地調査（変更箇所の確認）

※中止届は受理のみ

申請者は該当通知を受けた後、隣接敷地及び空家等

を 取得し、登記を行う。

交付決定前の解体工事着手

は補助対象となりません。


